
令和４年９月の主な動き、取組 

 

１ 雇用失業情勢への対応（令和４年７月内容） 

（職業安定部職業安定課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の雇用への影響について 

（職業安定部職業対策課） 

 

 

 

３ 令和５年３月新規高等学校卒業予定者職業紹介状況（令和４年７月末現在） 

（職業安定部訓練室） 

 

 

                                   

 

 

 

 

４ 産後パパ育休（出生時育児休業）が 10 月 1 日から施行されます 

（雇用環境・均等室） 

 

 

度全国労働衛生週間（第 73 回）の実施について 

 

５ 令和４年度全国労働衛生週間（第 73 回）の実施について 

（労働基準部健康安全課） 

 

 

 

 

 

雇用調整助成金の支給申請・決定状況      

 

有効求人数    46,823 人  対前月比  2.4％増（４か月連続の増加） 

 

 有効求職者数   33,875 人   対前月比  0.7％増（４か月連続の増加） 

 

 有効求人倍率    1.38 倍   前月比  0.02 ポイント上昇 

 

※ 数値は季節調整値 

○求  人   数  6,141 人  対前年同月から 15.2％（808 人）増※１ 

○求 職 者 数  3,329 人  同 0.6％（20 人）減※２ 

○求 人 倍 率   1.84 倍  同 0.25 ポイント増※３ 

 

※１ 求人数は、鹿児島県内で受理したものを計上しています。 

※２ 求職者数は、学校やハローワークからの職業紹介を希望する生徒です。 

※３ 求人倍率は、厚生労働省発表に合わせて全求職者と県内求人により算出しています。 

全国労働衛生週間スローガンは、「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる

健康職場」です。10 月１日(土)～７日(金)を本週間と位置づけ、また、９月１日

～30 日を準備期間として県内 21 か所で説明会を開催します。 

 

改正育児・介護休業法により今年 10 月１日から施行される「産後パパ育休（出

生時育児休業）」や、「育児休業の分割取得」等を周知するため、９月以降、改正

育児・介護休業法等説明会の開催等を実施します。 

 



６ 鹿児島労働局職員の選考採用試験を実施します（中途採用） 

（総務部総務課） 

 

 

 

 

 

労働行政に関する事務等の業務の実施に必要な能力等を有する民間企業等での

業務の経験を有した方を募集しています。 

 



鹿 児 島 労 働 局   職 業 安 定 部

　職 業 安 定 課 長 松山　　和幸
　地方労働市場情報官 古川　　　恵

℡．　099  (  219  )  8711

〇有効求人倍率の状況

・有効求人倍率（季節調整値）   　１．３８倍　前月より0.02ポイント上昇（２か月ぶりの上昇）

・全国では、24番目の高さ。九州では、熊本県、宮崎県に次ぎ、３番目の高さ。
・〔全国〕　有効求人倍率（季節調整値） 　１．２９倍　　前月より０．０２ポイント上昇（７か月連続の上昇）

・有効求人数（季節調整値） ４６，８２３人　前月より2.4％増加（４か月連続の増加）

・有効求職者数（季節調整値） ３３，８７５人　前月より0.7％増加（４か月連続の増加）

・就業地別有効求人倍率（季節調整値）１．４７倍　 前月より0.03ポイント上昇　（２か月ぶりの上昇）

　※公表値としては、集計開始以降、継続的に「受理地別」（求人を受理したハローワークの所在地で求人数を集計）を使用。

　　「就業地別」は、求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する就業地で求人数を集計し、算出したもの。

〇新規求人・求職の状況

・新規求人倍率（季節調整値） 　　２．４６倍　前月より0.30ポイント上昇 （２か月ぶりの上昇）

・新規求人数（原数値） １５，６７１人　前年同月より11.6％増加（18か月連続の増加）

主要産業の新規求人数（前年同月比）
　増加した業種・・・ 製造業（44.2％増）、サービス業（他に分類されないもの）（22.2％増）、

　減少した業種・・・建設業（3.5％減）

・新規求職申込件数（原数値）　６，０３１人　前年同月より5.5％減少（３か月ぶりの減少）

 (P２参照)

 (P２参照)

 (P２参照)

 (P３参照)

～有効求人倍率は１．３８倍と、過去最高を更新～

　 

鹿 児 島 労 働 局 発 表

令和４年８月30日（火）

鹿児島の雇用失業情勢（令和４年７月分）について

                           卸売業・小売業（20.5％増）、運輸・郵便業（18.5％増）、
　　　　　　　　　　　   宿泊業・飲食サービス業（18.4％増）、 医療・福祉（2.9％増）

求人に改善の動きが続いているものの、新型コロナウイルス 感染症が
雇用に与える影響について、引き続き注視が必要。

Press Release

７月の概要



１.　求人倍率の推移(一般・ パート、年度平均は原数値、各月は季節調整値)

２.　求人の動き(一般・パート、原数値)

新規求人数は、前年同月比11.6％増と、18か月連続で前年同月を上回った。
各月右欄は、前年同月比(％)
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※求人数の多い主な産業のみ内数として掲載しているため、合計とは一致しない。
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本県 (  受理地別有効 ) 全国 (  受理地別有効 ) 本県 (  受理地別新規 ) 全国 （ 受理地新規 ）

全国 （新規）

本県（新規）

全国（有効)

本県（有効）

29
年度

30 元 2 3
３年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月
４年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

本県 1.23 1.32 1.33 1.12 1.30 1.28 1.29 1.29 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.38

全国 1.54 1.62 1.55 1.10 1.16 1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.17 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.27 1.29

就業
地別 本県 1.31 1.42 1.42 1.18 1.36 1.35 1.36 1.36 1.38 1.39 1.39 1.41 1.41 1.42 1.44 1.45 1.44 1.47

本県 1.78 1.92 1.95 1.88 2.13 2.10 2.06 2.10 2.15 2.10 2.17 2.20 2.27 2.23 2.24 2.28 2.16 2.46

全国 2.29 2.42 2.35 1.90 2.08 2.03 2.00 2.05 2.03 2.08 2.19 2.16 2.21 2.16 2.19 2.27 2.24 2.40

就業
地別 本県 1.91 2.05 2.08 1.97 2.24 2.32 2.24 2.23 2.47 2.56 2.83 2.27 2.45 2.22 2.40 2.42 2.26 2.65

*３年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

受理
地別

新規求人倍率

受理
地別
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３１.　求職の動き(一般・パート、原数値）

新規求職申込件数は、65歳以上を除く年齢層で減少となり、有効求職者数は、全ての年齢層で増加となった。

各月右欄は、前年同月比(％)

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち65歳以上

有効求職者数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

３２．　新規求職申込件数の態様別状況（一般・パートのうち常用、原数値 )

「離職求職者（うち自己都合）」を除き減少となった。

各月右欄は、前年同月比(％)

在職求職者

離職求職者

うち事業主都合

うち自己都合

無業求職者

４.　就職の動き(一般・パート）

全体の就職件数は、５か月連続で前年同月を下回った。45歳以上では、２か月連続で前年同月を上回った。
各月右欄は、前年同月比(％)
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５.完全失業率(  全国  )

※完全失業率は季節調整値 資料出所：総務省統計局「労働力調査 」

６.正社員の求人・求職状況（原数値）

正社員有効求人倍率は、前年同月より0.07ポイントの上昇となった。

各月のうち右欄は、前年同月比(求人数、求職者数は％、その他はポイント)　

（※）正社員有効求職者数・・・・パートを除く常用の有効求職者数（派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれている。）

７.令和４年度　鹿児島労働局　安定所別　有効求人倍率の推移（一般・パート、原数値）

令和４年
７月

12.2

令和３年度
(  月平均  ) ４月 ５月 ６月

正社員新規求人数 7,001 13.4 7,475 8.9 12.47,543 4.4 7,6577,050

新規求人数に占める割合 47.3% 0.0 48.9%47.8% 1.1 ▲ 1.247.3%

正社員有効求人倍率 1.08 0.17 1.08 0.13 0.071.07 0.10 1.09 0.07

0.11

0.449.0% ▲ 0.9

1.13

正社員有効求人数 20,159 15.3 21,364 9.8

全　　国 0.90 0.70 0.92

11.3

0.09 0.95 0.10 0.98 0.100.91

48.1%

21,050 9.8 21,332 8.9 21,615

正社員有効求職者数（※） 18,734 ▲ 2.1 19,698 ▲ 3.7

有効求人数に占める割合 48.2% ▲ 0.1 47.4% ▲ 0.1

3.8

▲ 0.5 48.6% ▲ 1.1 49.3% ▲ 0.6

19,676 ▲ 0.3 19,492 1.7 19,059

▲ 0.8 56.2% ▲ 0.9 57.3% ▲ 0.4有効求職者に占める割合 58.0% ▲ 1.1 57.0% ▲ 0.9 56.6%

元年平均 ２年平均 ３年平均 ４年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
完全失業率        (  ％  ) 2.4 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6
完全失業者数  (  万人  ) 162 191 193 185 180 180 188 191 186 176

令和３年７月 1.22 1.05 1.38 1.72 1.33 1.02 1.49 1.14 1.02 1.41 1.64 1.04 1.27 1.22
８月 1.25 1.10 1.49 1.67 1.32 1.06 1.45 1.16 1.09 1.40 1.67 1.05 1.26 1.25
９月 1.22 1.28 1.35 1.59 1.34 1.14 1.47 1.17 1.19 1.52 1.64 1.07 1.24 1.26
１０月 1.26 1.27 1.49 1.69 1.41 1.21 1.56 1.24 1.21 1.60 1.71 1.14 1.34 1.31
１１月 1.31 1.41 1.43 1.70 1.47 1.28 1.61 1.35 1.23 1.78 1.80 1.21 1.41 1.37
１２月 1.38 1.47 1.46 1.87 1.52 1.37 1.70 1.35 1.18 1.52 1.96 1.31 1.53 1.43

令和４年１月 1.39 1.54 1.42 1.92 1.45 1.31 1.67 1.42 1.15 1.35 1.92 1.38 1.44 1.41
２月 1.45 1.56 1.45 1.91 1.50 1.30 1.58 1.40 1.17 1.20 1.96 1.39 1.43 1.43
３月 1.43 1.58 1.44 1.82 1.44 1.27 1.46 1.38 1.12 1.43 1.71 1.31 1.42 1.41
４月 1.34 1.49 1.44 1.51 1.29 1.19 1.32 1.16 0.96 1.32 1.55 1.20 1.42 1.30
５月 1.28 1.40 1.27 1.38 1.29 1.15 1.26 1.19 0.94 1.27 1.63 1.16 1.41 1.26
６月 1.28 1.23 1.25 1.36 1.33 1.19 1.27 1.14 0.96 1.32 1.62 1.17 1.51 1.27
７月 1.34 1.25 1.42 1.50 1.28 1.21 1.36 1.20 0.99 1.38 1.74 1.25 1.49 1.32

安定所 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 局計名瀬 指宿国分 大口 加世田 伊集院 大隅 出水



〇新規求人数・・・・・・ ハローワークにおいて当該期間中に受け付けた求人数。

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計。

ハローワークにおいて当該期間中に新たに受け付けた求職申込の件数と、新たにハローワーク
インターネットサービスからオンライン登録を行った件数（オンライン登録者）の合計。

「前月から繰越された有効求職者数及び有効オンライン登録者」と当月の「新規求職申込件数」
の合計。

求職者数に対する求人数の割合。
求人を受理したハローワークが所在する地域ごとに集計した数値である受理地別求人倍率と、
実際に就業する地域ごとに集計した数値である就業地別求人倍率がある。

「新規求人数」÷「新規求職申込件数」（新規オンライン登録者を含む）。

「月間有効求人数」÷「月間有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。

「正社員の有効求人数」÷「パートを除く常用の有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。
ただし、「パートを除く常用の有効求職者」には、派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、
厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

１年を周期として繰り返す季節的な要因による変動の影響を取り除いた値。
求人数や求職数は、経済状況だけでなく、社会習慣等の季節的な理由によっても変化する。
そのため、季節変動を有する系列の分析を行う際には、季節的な理由による変動を排除する必要が
あり、この季節変動の除去を「季節調整」という。

毎年１回（１月分公表時に）季節調整値替えが行われ、過去の季節調整値は改訂される。

実際の数値（季節調整前の数値）。

ハローワークの有効求職者が、ハローワークの紹介により就職したことを確認した件数と、
オンライン登録者がハローワークインターネットサービスから自主的に応募し就職が確認された
件数の合計。

〇一        般・・・・・ パートタイム以外のものをいう。

パートタイムの略。１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の１週間の
所定労働時間に比べて短いものをいう。

雇用契約において雇用期間の定めがない、又は４か月以上の雇用期間が定められているもの
（季節労働を除く）。

パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。

労働力人口に占める完全失業者の割合。

         （注）　ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに
　            　 来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や求職者がハローワークインターネットサービスの求人に
　            　 直接応募した就職件数等が含まれている。

⇒新規求人倍率・・・・・

⇒有効求人倍率・・・・・

〈　用　語　の　解　説　〉

〇原　数　値　・・・・・

〇就 職 件 数  ・・・・・

〇常        用・・・・・

〇正　社　員・・・・・

〇有効求人数・・・・・・

〇新規求職申込件数・・・・・・

〇有効求職者数・・・・・・

○求 人 倍 率 ・・・・・・

⇒正社員有効求人倍率・・・・・

〇季節調整値・・・・・

〇完全失業率・・・・・

〇パ 　ー　 ト・・・・・



（構成比） （構成比） （構成比） （構成比）

農 業 ・ 漁 業 13件 (0.9%) 7件 (0.6%) 8件 (0.7%) 479件 (0.9%)

建 設 業 77件 (5.5%) 76件 (6.9%) 53件 (4.4%) 2,075件 (4.1%)

製 造 業 146件 (10.5%) 128件 (11.6%) 150件 (12.5%) 6,657件 (13.0%)

道路旅客運送業 64件 (4.6%) 42件 (3.8%) 79件 (6.6%) 2,368件 (4.6%)

卸 売 業 58件 (4.2%) 50件 (4.5%) 57件 (4.8%) 1,920件 (3.8%)

小 売 業 154件 (11.1%) 103件 (9.3%) 145件 (12.1%) 5,700件 (11.1%)

宿 泊 業 97件 (7.0%) 88件 (8.0%) 83件 (6.9%) 3,730件 (7.3%)

飲 食 業 394件 (28.3%) 302件 (27.3%) 292件 (24.4%) 13,953件 (27.3%)

サ ー ビ ス 業 108件 (7.8%) 71件 (6.4%) 79件 (6.6%) 3,624件 (7.1%)

娯 楽 業 41件 (2.9%) 24件 (2.2%) 16件 (1.3%) 1,369件 (2.7%)

そ の 他 239件 (17.2%) 214件 (19.4%) 236件 (19.7%) 9,276件 (18.1%)

計

※業種は日本標準産業分類による

業 種

51,151件1,198件1,105件1,391件

5/21～6/20の申請件数 6/21～7/20の申請件数 7/21～8/20の申請件数 R4.8.20時点の累計

51,151件

50,768件

直近３ヶ月間（令和４年５月２１日から８月２０日まで）の申請の動き

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の支給決定状況

鹿児島労働局

雇用調整助成金の支給申請件数・支給決定件数（令和４年８月２０日現在（速報値））

支給申請件数（①）

支給決定件数（②）



 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者  各位 

 

 

令和５年３月新規高等学校卒業予定者職業紹介状況（令和４年７月末現在） 

～求人倍率 1.84 倍 求人数は前年度比 15.2％増加～ 

 

鹿児島労働局（局長 中所 照仁）では、令和５年３月新規高等学校卒業予定者の求人・

求職状況などの把握のための調査を行い、令和４年７月末現在の状況を取りまとめました

ので公表します。 

 

【結果の概要】 

 

〇 求 人 数 6,141 人１対前年同月から 15.2％（808 人）増※１ 

〇 求 職 者 数 3,329 人１同 0.6％（20 人）減 ※２ 

〇 求 人 倍 率 01.84 倍１同 0.25 ポイント増 ※３ 
 

 

※1. 求人数は、鹿児島県内で受理したものを計上しています。 

※2. 求職者数は、学校やハローワークからの職業紹介を希望する生徒です。 

※3. 求人倍率は、厚生労働省発表に合わせて全求職者と県内求人により算出しています。 

 

 

  ９月５日から学校が企業への生徒の応募書類の提出を開始し、９月１６日

から企業による選考・採用内定が始まります。 

  鹿児島労働局・各公共職業安定所では、今年度も学校等関係機関と連携

し、一人でも多くの生徒が希望どおりに就職できるよう支援します。 

  次回は９月末現在の求人・求職・就職内定状況などを取りまとめて公表

する予定です（１０月下旬公表予定）。 

令和４年８月 30 日 

【照会先】 

鹿児島労働局職業安定部 訓練室 

室  長  廣瀬 和泰（内線 120） 

係  長  川越 大輔（内線 121） 

電  話  099-219-8711 



鹿児島労働局

計 男 女 計 男 女 人数 増減率・P

1 求 人 数 6,141 5,333 808 15.2%

2 求 職 者 数 3,329 1,883 1,446 3,349 1,868 1,481 ▲20 ▲0.6%

う　ち　県　内　⑴ 2,025 1,104 921 1,953 1,049 904 72 3.7%

う　ち　県　外　　 1,304 779 525 1,396 819 577 ▲92 ▲6.6%

求職者数に占める
県内求職者数の割合

【　⑴ / ２　】
60.8% 58.6% 63.7% 58.3% 56.2% 61.0% － 2.5P

求 人 倍 率

【 １ / ２ 】

＊求人数は、県内のハローワークで受理した求人数です。

＊求職者数は、学校又はハローワークの紹介を希望する生徒の状況です。

－ 0.25P3 1.84 1.59

新規高等学校卒業者の求人・求職・就職の状況
〈 令 和 5 年 3 月 卒 業 予 定 者 〉

区　　　　　　　分
令和4年7月末現在

前年同期
（令和3年7月末現在）

対前年



鹿児島労働局

　　＊　求人数は、県内のハローワークで受理した求人数です。

　　＊　求職者数は、学校又はハローワークの紹介を希望する生徒の状況です。

平成25年度

（26年3月卒）

平成26年度

（27年3月卒）

平成27年度

（28年3月卒）

平成28年度

（29年3月卒）

平成29年度

（30年3月卒）

平成30年度

（31年3月卒）

令和元年度

（2年3月卒）

令和2年度

（3年3月卒）

令和3年度

（4年3月卒）

令和4年度

（5年3月卒）

求人数 2,095 2,748 3,521 3,828 4,888 5,536 5,536 4,527 5,333 6,141

求職者数 4,396 4,346 4,252 4,023 4,154 4,186 4,138 3,566 3,349 3,329

求人倍率 0.48 0.63 0.83 0.95 1.18 1.32 1.34 1.27 1.59 1.84
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高校新卒者の求人数・求職者数・求人倍率の推移 （各年７月末現在）

求人数 求職者数 求人倍率

平成25年度
（26年3月卒）

平成26年度
（27年3月卒）

平成27年度
（28年3月卒）

平成28年度
（29年3月卒）

平成29年度
（30年3月卒）

平成30年度
（31年3月卒）

令和元年度
（2年3月卒）

令和2年度
（3年3月卒）

令和3年度
（4年3月卒）

令和4年度
（5年3月卒）

16,316 16,313 15,991 15,734 15,431 15,695 15,387 14,931 14,723 14,386

※ 各年5月15日時点で、各学校を通じて把握した卒業予定者数を計上

（参考）卒業年次の生徒数
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「新卒者のための就職面接会in鹿児島」参加申込書 申込期限

10/3（月）
必着

映広株式会社「新卒者のための就職面接会」係行

 必ず求人票を添付してください（２件まで）

mendankai@eikou-group.comE-mail

※面接会当日、求職者に配布する冊子に掲載いたします。

※鹿児島県内が就業地となる正社員募集であり、かつ既卒３年以内の方も応募可である求人に限ります。

※掲載する求人票は１法人２件までとなります。他の求人票は当日会場にて独自に配布してください。

※ハローワークへ求人の申込をされている企業が対象となります。

※面接会専用ホームページに貴社ＰＲ動画の掲載が可能です。詳細についてはお問い合わせください。

※ユースエール•えるぼし•プラチナくるみん・くるみんの認定企業は優先して参加できます。 

メール送信後は、お電話にてご確認ください。申込書などが届いていない場合がございます

【注意事項】 

〇この申込書は、法人ごとに作成してください。グルーブ企業で1つの面接ブースに集約いただける場合は、ご連絡いただきますようお願いいたします。

〇申込が多数の場合は抽選で決定させていただきます。ただし、ユースエール•えるぼし•プラチナくるみん・くるみん認定企業を優先させていただきます。

　また、特定の職種の求人が集中した場合、調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。 

〇参加の可否につきましては、10月11日(火)頃までにE-mail、FAX、もしくはお電話にてお知らせいたします。

【新型コロナウイルス等感染症予防について】 

〇当日の参加者は必ずマスク着用をお願いいたします。　　〇会場受付にて、非接触検温計による検温•手指の消毒を実施いたします。 

〇当日は原則各企業2名までとさせていただきます。　 ※詳しい内容は前面に記載の事項をご確認ください。



 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

産後パパ育休（出生時育児休業）が 10 月１日からスタートします 
～ 男性の育児休業取得をさらに推進 ～ 

 

鹿児島労働局（局長 中所 照仁）は、改正育児・介護休業法により今年 10 月１日から施

行される「産後パパ育休（出生時育児休業）」や、「育児休業の分割取得」等を周知するた

め、９月以降、下記のとおり改正育児・介護休業法等説明会の開催等を実施します。 
 

◎「改正育児・介護休業法等説明会」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎「育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」」設置 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 １ 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 

 ２ 改正育児・介護休業法等説明会のご案内 

 ３ 鹿児島労働局における育児・介護休業法の施行状況 

Press Release 

令和４年８月 30 日（火） 

【照会先】 

鹿児島労働局雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官  礒元 昭二 

室 長 補 佐  稲田 一穂 

１ 日時及び会場等 

地 区 日  時 会  場 定員 

鹿 屋 ９月５日（月）13:30～15:15 
リナシティかのや ホール 

（鹿屋市大手町１番１号） 
100 名 

川 内 ９月８日（木）13:30～15:15 

薩摩川内市国際交流センター 

コンベンションホール 

（薩摩川内市天辰町 2211 番地１） 

100 名 

鹿児島① ９月 15 日（木）13:30～15:25 黎明館 講堂 

（鹿児島市城山町７番２号） 

120 名 

鹿児島② ９月 16 日（金）13:30～15:25 120 名 

霧 島 ９月 22 日（木）13:30～15:15 
国分シビックセンター 多目的ホール 

（霧島市国分中央３丁目 45 番１号） 
100 名 

奄 美 ９月 27 日（火）10:00～11:30 
奄美文化センター 第２会議室 

（奄美市名瀬長浜町 517 番地） 
35 名 

２ 内容 

（１）改正育児・介護休業法の内容及び就業規則の整備のポイント 

（２）パワーハラスメント防止対策－事業主が講ずべき措置について－ 

（３）個別相談会 

 鹿児島労働局雇用環境・均等室に、事業主や人事労務担当者、労働者からの育児休業等

に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度等に関するあらゆる問い合わせに対応して

います。 

 「育児休業が取得できない」「育児休業を取得したら降格された」などの相談には、事

実確認のうえ、是正指導や労使間の紛争解決の援助を行っています。 



男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度（出生時育児休業制度、P2参照）
の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

事業主の皆さまへ（１～４は全企業が対象）

１ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業と産後パパ育休（P2参照）の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の
いずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和４年４月１日から３段階で施行

２ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

（育児休業の場合）

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上

(2) １歳６か月までの間に契約が満了
することが明らかでない

現 行

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は

労使協定の締結により除外可）

※育児休業給付についても同様に緩和

令和４年４月１日～

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

1

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する
以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

● 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

周 知 事 項

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき
社会保険料の取り扱い

個 別 周 知 ・
意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

令和４年４月１日施行

就業規則等を見直しましょう

注：①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

資料１



３ 産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
４ 育児休業の分割取得

※１ 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で
定めている場合は、１か月前までとすることができます。

※２ 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨）
③労働者が同意
④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例）所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1～）

育児休業制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで※１ 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して
２回取得可能

（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合
に限り、労働者が合意した範
囲※２で休業中に就業すること
が可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を
柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に
限定

１歳以降の
再取得

特別な事情があ
る場合に限り
再取得可能※３

再取得不可

2

令和４年10月１日施行

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 13日目 休業終了日

４時間
休 休 ８時間

６時間
休

休
休

６時間

休 休 ４時間 休

就業規則等を見直しましょう

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大
10日（10日を超える場合は就業している時間数が80時間）以下である場合に、給付の対象となります。
注：上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf



出生後
８週

父

出産後８週間以内に育児休業取得
した場合の再取得（パパ休暇）

３回目の取得
はできない

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点が１歳または１歳６か月時点に
限定されるため、途中で交代できない

保育所に入所できない等の場合

現 行

3

育 休 育 休 育 休

育 休 育 休

産 休

育 休 育 休 育休

母

改正後の働き方・休み方のイメージ（例）

※３ １歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児
休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児
休業を取得できます。

産後パパ育休
→新設（分割して2回取得可能）

育児休業
→夫婦ともに分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

令和４年10月１日～

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

休 育 休

母 育 休

休

例１

出生後
８週

父

妻の職場復帰等の
タイミング

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育休 育休

育休 育休産休

休 育 休

母

育 休休

例２

育 休

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取
り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し
出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止さ
れます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

ハラスメントの典型例

・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、
取得を諦めざるを得なかった。

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」
と言われ苦痛に感じた。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです



令和３年11月作成（令和４年３月改訂） リーフレット№12

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。取得率の算
定期間は、公表を行う日の属する事業年度（会計年度）の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方
が閲覧できる方法で公表してください。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト
「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表すること
が義務付けられます。

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 埼 玉 048-600-6210 岐 阜 058-245-1550 鳥 取 0857-29-1709 佐 賀 0952-32-7218

青 森 017-734-4211 千 葉 043-221-2307 静 岡 054-252-5310 島 根 0852-31-1161 長 崎 095-801-0050

岩 手 019-604-3010 東 京 03-3512-1611 愛 知 052-857-0312 岡 山 086-225-2017 熊 本 096-352-3865

宮 城 022-299-8844 神奈川 045-211-7380 三 重 059-226-2318 広 島 082-221-9247 大 分 097-532-4025

秋 田 018-862-6684 新 潟 025-288-3511 滋 賀 077-523-1190 山 口 083-995-0390 宮 崎 0985-38-8821

山 形 023-624-8228 富 山 076-432-2740 京 都 075-241-3212 徳 島 088-652-2718 鹿児島 099-223-8239

福 島 024-536-4609 石 川 076-265-4429 大 阪 06-6941-8940 香 川 087-811-8924 沖 縄 098-868-4380

茨 城 029-277-8295 福 井 0776-22-3947 兵 庫 078-367-0820 愛 媛 089-935-5222

栃 木 028-633-2795 山 梨 055-225-2851 奈 良 0742-32-0210 高 知 088-885-6041

群 馬 027-896-4739 長 野 026-227-0125 和歌山 073-488-1170 福 岡 092-411-4894

育児・介護休業法に関するお問い合わせは

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

4

５ 育児休業取得状況の公表の義務化

令和５年４月１日施行

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）

さらに詳しく知るための情報・イベントなど

■男性の育児休業取得促進セミナーのご案内

イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等に関するセミナー
を開催しています。

➀男性の育児休業取得促進セミナー
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/

■両立支援について専門家に相談したい方へ
【中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業】

制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお悩みの企業に、
社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。

②中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業
https://ikuji-kaigo.com/

※令和４年度は「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」となる予定。

■就業規則作成、雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材

厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等してご活用いただけます。

③社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

④就業規則、個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

■両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）

両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。
育児休業取得率の公表も行えるように改修する予定です（令和３年度末予定）。

⑤両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

➀

➁

④③

⑤



開催日時及び会場

地区 日付 時間・内容 会場 定員

１ 鹿屋 ９月５日(月)
（13:00開場）

●13:30~14:35
雇用環境・均等室 説明

●14:35~14:45
鹿児島働き方改革
推進支援センター 説明

●14:45~14:55
（鹿児島会場のみ）

鹿児島市雇用推進課から
のお知らせ

●14:45～15:15（鹿屋・川内・霧島）
14:55～15:25（鹿児島①②）
個別相談会

リナシティかのや ホール
（鹿屋市市民交流センター）
鹿屋市大手町1番1号

100名

２ 川内 ９月８日(木)
薩摩川内市国際交流センター
コンベンションホール

薩摩川内市天辰町2211番地1
100名

３
鹿児島
①

９月１５日(木)
黎明館 講堂

（鹿児島県歴史・美術センター）
鹿児島市城山町7番2号

※公共交通機関での来場に御協力
ください。駐車場満車時は近隣の
有料駐車場をご利用ください。

120名

４
鹿児島
②

９月１６日(金) 120名

５ 霧島 ９月２２日(木)
国分シビックセンター

多目的ホール
霧島市国分中央3-45-1

100名

令和４年度
改正育児・介護休業法等説明会

<問合せ先>
鹿児島労働局 雇用環境・均等室 （鹿児島市山下町１３番２１号）

TEL：099-223-8239 FAX:099-223-8235

パワーハラスメント対策
●事業主が講ずべき措置

対象：企業経営者・人事労務担当者

申込方法：本票裏面の申込書をＦＡＸにてお送りください。

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況によっては、開催せず、鹿児島労働局ホーム
ページに説明動画を掲載することで代える場合がありますので、御了承ください。なお、開
催しない場合には、鹿児島労働局ホームページにその旨を掲載します。

改正育児・介護休業法

●改正法の内容
●改正に対応した就業規則の
整備

鹿児島働き方改革
推進支援センター説明

６ 奄美 ９月27日（火）

●10:00～11:05
雇用環境・均等室 説明
●11:05～11:15
鹿児島働き方改革
推進支援センター 説明
●11:15～11:30
個別相談会

奄美文化センター
第２会議室

奄美市名瀬長浜町517番地

35名

資料２



参加希望
会 場

※会場１～5の中から一つ選択して〇で囲んでください。

１.鹿屋 2.川内 3.鹿児島① 4.鹿児島② ５.霧島 ６.奄美

企 業 名

所 在 地
〒 ―

T E L F A X

参 加 者
氏 名

送信先ＦＡＸ：０９９－２２３－８２３５

令和４年度 改正育児・介護休業法等説明会 参加申込書

●感染症への感染防止対策として、着席可能な席数を制限しております。
複数名の参加希望については1企業につき最大2名までとし、参加申込多数の場合は
後日参加人数を１名に変更させていただく場合がありますので、御了承ください。

●会場では必ずマスクの着用をお願いします。
●会場入場前に検温等を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

申込〆切 ８月２６日(金)：先着順 原則1企業1名まで
定員に達した場合、〆切日前に申込受付を終了しますので御了承ください。

相談会
希 望

有・無

御相談の内容（該当箇所に〇、複数選択も可）

雇用環境・均等室

改正育児・介護休業法

ハラスメント対策

女性活躍推進法等

働き方改革推進
支援センター

パート・有期雇用労働法（同一労働・同一賃金ガイドライン）

働き方改革（助成金等含む）

鹿児島労働局 雇用環境・均等室 （鹿児島市山下町１３番２１号）
TEL：099-223-8239 FAX:099-223-8235



１　相談の状況

鹿児島労働局における育児・介護休業法の施行状況

鹿児島労働局雇用環境・均等室

図１　育児・介護休業法関係相談件数の推移

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

育児関係 772 611 298 505 511 600

介護関係 557 343 95 140 176 236

その他 143 16 11 8 20 112

0
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1200

1400

1600（件）

◆ 相談件数は958件（対前年度比41.3％増）。

◆ 育児関係の相談が、600件（63.3％）、介護関係の相談が236件（24.9％）（図１）であった。

◆ 育児関係では、「育児休業に関する相談が358件（59.7％）、「育児休業以外（子の看護休

暇、所定労働時間の短縮の措置等など）」が131件（21.8％）、「育児休業に係る不利益取扱

い」が49件（8.2％）の順になっている（表１）。

◆ 介護関係では、「介護休業」に関する相談が124件（52.5％）、「介護休業以外（介護休暇、

所定労働時間の短縮等の措置等など）」が75件（31.8％）、「介護休業等に関するハラスメン

トの防止措置」が23件（9.7％）の順となっている（表１）。

資料３



表１　育児・介護休業法関係相談件数の推移

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

270 280 151 246 248 358

35.0% 45.8% 50.7% 48.7% 48.5% 59.7%

444 174 84 137 149 131

57.5% 28.5% 28.2% 27.1% 29.2% 21.8%

37 37 35 61 63 49

4.8% 6.1% 11.7% 12.1% 12.3% 8.2%

3 14 12 24 15 19

0.4% 2.3% 4.0% 4.8% 2.9% 3.2%

18 106 16 37 36 43

2.3% 17.3% 5.4% 7.3% 7.0% 7.2%

772 611 298 505 511 600

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

182 123 39 56 65 124

32.7% 35.9% 41.1% 40.0% 36.9% 52.5%

374 120 46 63 87 75

67.1% 35.0% 48.4% 45.0% 49.4% 31.8%

1 5 0 3 2 12

0.2% 1.5% 0.0% 2.1% 1.1% 5.1%

0 3 4 3 1 2

0.0% 0.9% 4.2% 2.1% 0.6% 0.8%

0 92 6 15 21 23

0.0% 26.8% 6.3% 10.7% 11.9% 9.7%

557 343 95 140 176 236

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

143 16 11 8 20 112

1,472 970 404 653 707 948

育児（休業以外）関係

小計

育
児
関
係

小計

合計

介
護
関
係

その他

育児休業関係

育児ハラスメント関係

不利益取扱い（休業以外）関係

不利益取扱い（休業）関係

不利益取扱い（休業以外）関係

不利益取扱い（休業）関係

介護（休業以外）関係

介護休業関係

介護ハラスメント関係



２　是正指導の状況

図２　育児・介護休業法に基づく是正指導件数の推移

◆ 140事業所を対象に雇用管理の実態把握を行い、このうち何らかの育児・介護休業法に沿って

いないことが確認された133事業所（95.0％）に対し、364件の是正指導を実施（図２）。

◆ 是正指導を行った364件のうち育児関係は199件、介護関係は112件（表２）。

◆ 指導事項の内容は、育児関係では、「所定労働時間の短縮の措置」が92件（46.2％）、「休業

等に関するハラスメントの防止措置」が41件（20.6％）、「子の看護休暇」が35件

（17.6％）、介護関係では、「休業等に関するハラスメントの防止措置」が41件（36.6％）、

「介護休暇」が33件（29.5％）、「休業制度」が20件（17.9％）となっている（表２）。
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表２　育児・介護休業法に基づく是正指導件数の推移

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

13 69 63 60 31 17

8.8% 20.9% 19.1% 15.8% 13.5% 8.5%

11 26 7 23 15 35

7.5% 7.9% 2.1% 6.1% 6.5% 17.4%

1 1 2 0 4 1

0.7% 0.3% 0.6% 0.0% 1.7% 0.5%

3 3 3 7 4 0

2.0% 0.9% 0.9% 1.8% 1.7% 0.0%

1 11 9 23 6 0

0.7% 3.3% 2.7% 6.1% 2.6% 0.0%

1 2 2 7 5 1

0.7% 0.6% 0.6% 1.8% 2.2% 0.5%

9 16 17 28 11 5

6.1% 4.8% 5.2% 7.4% 4.8% 2.5%

76 92 130 130 52 92

51.7% 27.9% 39.5% 34.3% 22.6% 45.8%

32 110 93 89 71 41

21.8% 33.3% 28.3% 23.5% 30.9% 20.4%

0 0 3 12 31 9

0.0% 0.0% 0.9% 3.2% 13.5% 4.5%

147 330 329 379 230 201

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

15 84 80 73 30 20

20.8% 27.5% 32.3% 27.2% 20.0% 17.9%

7 17 3 8 12 33

9.7% 5.6% 1.2% 3.0% 8.0% 29.5%

0 0 0 2 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%

6 4 2 8 5 0

8.3% 1.3% 0.8% 3.0% 3.3% 0.0%

1 3 3 13 4 0

1.4% 1.0% 1.2% 4.9% 2.7% 0.0%

1 2 2 8 5 1

1.4% 0.7% 0.8% 3.0% 3.3% 0.9%

10 85 67 67 23 17

13.9% 27.9% 27.0% 25.0% 15.3% 15.2%

0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

32 110 91 89 71 41

44.4% 36.1% 36.7% 33.2% 47.3% 36.6%

0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

72 305 248 268 150 112

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

40 71 27 124 33 53

259 706 604 769 413 366

育
児
関
係

介
護
関
係

休業期間等の通知

小計

育児休業

子の看護休暇

休業等に係る不利益取扱い

所定外労働の制限

時間外労働の制限

深夜業の制限

所定労働時間の短縮の措置

休業等に関するハラスメントの防止措置

所定労働時間の短縮の措置に準ずる措置

休業等に関するハラスメントの防止措置

休業期間等の通知

小計

介護休業

介護休暇

休業等に係る不利益取扱い

所定外労働の制限

時間外労働の制限

深夜業の制限

所定労働時間の短縮等の措置

所定労働時間の短縮等の措置に準ずる措置

職業家庭両立推進者

合計



３　労働局長による紛争解決の援助の状況

表３　労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

休業に係る事案 0 1 0 0 0 0

子の看護休暇に係る事案 0 0 0 0 0 0

短時間勤務に係る事案 0 0 0 0 0 0

不利益取扱い（休業）に係る事案 2 0 1 0 0 0

不利益取扱い（休業以外）に係る事案 1 0 0 0 0 0

休業に係る事案 0 0 0 1 0 0

不利益取扱い（休業以外）に係る事案 1 0 0 0 0 0

４　両立支援調停会議による調停の状況

表４　両立支援調停会議による調停申請受理件数の推移

28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

育児関
係 不利益取扱い（休業）に係る事案 0 0 0 1 0 0

育
児
関
係

介
護
関

係

◆ 令和３年度における労働局長による紛争解決の援助の申立は０件であった（表３）。

◆ 令和３年度における両立支援調停会議による調停の申請件数は０件であった（表４）。
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鹿児島労働局発表  
令和４年８月３０日  

 
 
 
 
 

令和４年度全国労働衛生週間(第７３回)の実施について 

 
 
 「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、「労働衛生」

に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保する

ことを目的として、毎年実施しています。 

 １０月１日～７日までの１週間を「全国労働衛生週間」と位置づけ、事業者が先

頭に立って、職場における労働衛生の意識高揚のための取組みを実施していただき

ます。また、９月１日～３０日までの１か月間を「準備期間」と位置づけ、過重労

働による健康障害防止対策やメンタルヘルス対策、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止対策に向けた取り組み、労働災害予防的観点からの高年齢労働者に対する健

康づくり、熱中症予防対策の推進など、日常の労働衛生活動の総点検を行っていた

だきます。 

特に、職場の熱中症対策につきましては、最近の猛暑続きの中、まだまだ適切な

対応が求められるところ、今年の職場における熱中症の発生状況は、全国的には増

加傾向にあり、県内では、７月末現在で８人となっており、令和３年に比べ２人の

増加、令和２年に比べ１人少ないといった状況です。しかしながら、死亡者は６月

に１人、８月に１人の計２人となり、５年ぶりの死亡者が発生するなど、最大限の

注意が求められています。こうした状況も踏まえ、鹿児島労働局では、「職場にお

ける熱中症に最大限の注意を！！」と題した緊急要請を関係団体や事業主の方々に

お願いをしたところですが、この労働衛生週間及び準備期間の機会をとらえて、そ

れぞれの職場において熱中症予防対策の再確認をしていただくこととしています。 

県内の労働基準監督署では、この全国労働衛生週間の準備期間をとらえて、県内

２１か所で、労働衛生週間の説明会を開催し、効果的な労働衛生週間の実施に取り

組んでまいります。 

 

担  
 
当  

鹿児島労働局労働基準部健康安全課  
  課  長 西野  健二  
  課長補佐 壷屋  明  
（直通電話）０９９-２２３-８２７９  

全国労働衛生週間スローガンは、「あなたの健康があってこそ 

笑顔があふれる健康職場」です。１０月１日（土）～７日（金）を

本週間と位置づけ、また、９月１日～３０日を準備期間として県内

２１か所で説明会を開催します。  

Press Release 
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令和４年度全国労働衛生週間実施要綱 

 

１ 趣旨 

全国労働衛生週間は、昭和 25年の第１回実施以来、今年で第 73 回を迎える。この間、

全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労

働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。 

労働者の健康をめぐる状況については、過労死等事案の労災認定件数は、令和３年度に

は 801 件となっており、また、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感

じる労働者は、依然として半数を超えている（令和３年労働安全衛生調査（実態調査））。

このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時

間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進が必要である。 

また、新型コロナウイルス感染症のり患による休業４日以上の労働災害は、令和３年に

は 19,000 人以上発生しており、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

めには、事業場で留意すべき「取組の５つのポイント」をはじめ、各事業場の実態に即し

た感染予防対策を徹底し継続することが求められる。 

人生 100 年時代に向けて高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを推進

していくため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフレンドリ

ーガイドライン）を策定し、対策を推進しているが、増加傾向にある転倒・腰痛災害の予

防のためには、若年期からの健康づくり等の取組も重要である。 

日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている中で、職場に

おいて、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への支援の必要性が高まっていること

から、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周知啓発等を進

めることにより、企業の意識改革や地域における支援体制の強化を進めている。 

化学物質による休業４日以上の労働災害（がん等の遅発性疾病を除く）のうち、特定化

学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが全

体の８割を占めている。また、オルト－トルイジンやＭＯＣＡによる膀胱がん事案など、

化学物質等による重大な遅発性の職業性疾病も後を絶たない状況にある。こうした化学

物質による健康障害を防止するため、令和４年２月に労働安全衛生法施行令等、令和４年

５月に労働安全衛生規則等を改正したところである。改正法令の周知や関連法令に基づ

く取組の徹底に引き続き取り組むとともに、特別規則の対象となっていない化学物質に

よる労働災害を防止するため、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基

づくリスク低減対策の実施を更に促進していくことが必要である。 

また、職業がんの労災補償の新規支給決定者は、石綿による中皮腫・肺がんを中心に年

間約 1,000 人にも及ぶところ、石綿の製造・使用等が禁止される前に石綿含有建材を用い

て建設された建築物が今なお多数現存しており、その解体工事が 2030 年頃をピークとし

て、増加が見込まれる中、解体・改修前に義務づけられている石綿の有無に関する事前調

nishinok
フリーテキスト
【資料２】



 
 

査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例が散見される。こうしたことを踏

まえ、令和２年７月に石綿障害予防規則を改正し、事前調査者の資格要件化をはじめとし

た事前調査の適正化を図るとともに、一定規模の建築物などの解体・改修工事については、

石綿事前調査結果報告システムを用いた報告の義務化など、石綿によるばく露防止対策

の強化を進めている。 

 

このような背景を踏まえ、今年度は、「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健

康職場」をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の

高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。 

 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“三つの密”（①

密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密集している）、③密接

空間（お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる））を避けることを徹

底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとする。 

 

２ スロ－ガン  

あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場 

 

３ 期 間  

10 月１日から 10 月７日までとする。  

なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、９月１日から９月 30日までを準備期間

とする。  

 

４ 主唱者  

厚生労働省、中央労働災害防止協会  

 

５ 協賛者  

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働

災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

６ 協力者  

関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体  

 

７ 実施者  

各事業場  

 



 
 

８ 主唱者、協賛者の実施事項 

 以下の取組を実施する。 

(1) 労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。  

(2) 雑誌等を通じて広報を行う。  

(3) 労働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を

開催する。  

(4) 事業場の実施事項について指導援助する。  

(5) その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。  

 

９ 協力者への依頼  

主唱者は、上記８の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。  

 

10 実施者の実施事項  

労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労

働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力

しつつ、次の事項を実施する。  

(1) 全国労働衛生週間中に実施する事項  

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視  

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示  

ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰  

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓

練等の実施  

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労

働衛生の意識高揚のための行事等の実施  

(2) 準備期間中に実施する事項  

下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。 

ア 重点事項 

（ア） 過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項 

ａ 時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改

善による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

ｂ 事業者による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進や過重労

働対策を積極的に推進する旨の表明 

ｃ 労働安全衛生法に基づく労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師

の面接指導等の実施の徹底 

ｄ 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報

提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 



 
 

ｅ 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 

 （イ）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の

推進に関する事項 

ａ 事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明 

ｂ 衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実

施状況の評価及び改善 

ｃ ４つのメンタルヘルスケア（セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保

健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア）の推進に関する教育研修・

情報提供 

ｄ 労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が

安心して健康相談を受けられる環境整備 

ｅ ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及び

これを活用した職場環境改善の取組 

ｆ 職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発

見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施 

ｇ 「自殺予防週間」（９月 10日～９月 16 日）等をとらえた職場におけるメンタ

ルヘルス対策への積極的な取組の実施 

ｈ 産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用 

（ウ）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進に関する事項 

ａ 職場における感染防止対策の基本である「取組の５つのポイント」に基づく、

事業場内の感染防止対策実施状況の確認と徹底 

ｂ 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリ

スト」を活用した、職場の実態に即した実行可能な感染拡大防止対策の検討及び

対策の実施 

（エ）転倒・腰痛災害の予防及び「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ

ン」に基づく健康づくりの推進に関する事項 

ａ 事業者による労働災害防止対策に積極的に取り組む旨の表明 

ｂ 身体機能の低下等による労働災害の発生を考慮したリスクアセスメントの実

施 

ｃ 高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、事業場の実情に応じた

施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮した、

作業内容等の見直し 

ｄ 労働安全衛生法に基づく雇入時及び定期の健康診断の確実な実施と、労働者

の気付きを促すための体力チェックの活用 

ｅ 若年期からの身体機能の維持向上のための取組の実施 

ｆ 「SAFE コンソーシアム」による転倒・腰痛災害等の予防活動の機運の醸成・



 
 

企業における取組の推進 

（オ）化学物質による健康障害防止対策に関する事項 

ａ 中小規模事業場を中心とした特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防

規則等の特別規則の遵守の徹底（非製造業業種を含む）、金属アーク溶接等作業

における健康障害防止対策の推進 

ｂ 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際及びユーザーが購入

した際のラベル表示・安全データシート（SDS）交付の状況の確認 

ｃ SDS により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結

果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使用等のリスク低減対策の推進 

ｄ ラベルや SDS の内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対して行

う教育の推進 

ｅ 危険有害性等が判明していない化学物質を安易に用いないこと、また、危険有

害性等が不明であることは当該化学物質が安全又は無害であることを意味する

ものではないことを踏まえた取扱い物質の選定、ばく露低減措置及び労働者に

対する教育の推進 

ｆ 皮膚接触や眼への飛散による薬傷等や化学物質の皮膚からの吸収等を防ぐた

めの適切な保護具や汚染時の洗浄を含む化学物質の取り扱い上の注意事項の確

認 

ｇ 特殊健康診断等による健康管理の徹底 

ｈ 塗料の剥離作業における健康障害防止対策の徹底 

（カ）石綿による健康障害防止対策に関する事項 

ａ 建築物等の解体・改修工事における石綿ばく露防止対策の徹底及びこれらの

対策の実施に対する発注者による配慮の推進 

(a) 必要な知識を有する者による事前調査の実施、事前調査結果の掲示及び備

え付けの徹底 

(b) 労働基準監督署に対する届出の徹底 

(c) 隔離・湿潤化の徹底 

(d) 呼吸用保護具等の使用の徹底及び適正な使用の推進 

(e) 作業後等の労働者の洗身や工具等の付着物の除去の徹底 

(f) 石綿作業主任者の選任及び職務遂行の徹底 

(g) 健康診断の実施の徹底及び離職後の健康管理の推進 

(h) 作業実施状況の写真等による記録の徹底 

ｂ 吹付け石綿等が損傷、劣化し、労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築

物等における吹付け石綿、石綿含有保温材等の除去、封じ込め等の徹底（貸与建

築物等の場合において貸与者等に措置の実施を確認し、又は求めることを含む。） 

(a) 労働者が就業する建築物における石綿含有建材の使用状況の把握 



 
 

(b) 封じ込め、囲い込みがなされていない吹付け材、保温材等の石綿使用の有無

の調査 

(c) 建材の損傷劣化状況に関する必要な頻度の点検の実施 

(d) 建材の劣化状況等を踏まえた必要な除去等の実施 

(e) 設備の点検、補修等の作業を外注する場合における、吹付け石綿や石綿含有

保温材等の有無及びその損傷・劣化等の状況に関する当該設備業者等への情

報提供の実施 

ｃ 石綿にばく露するおそれがある建築物等において労働者を設備の点検、補修

等の作業等に臨時で就業させる場合の労働者の石綿ばく露防止 

(a) 労働者を臨時に就業させる建築物等における吹付け石綿や石綿含有保温材

等の有無及びその損傷・劣化等の状況に関する当該業務の発注者からの情報

収集の実施 

(b) 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合（不明な場合を含む。）におけ

る労働者の呼吸用保護具等の使用の徹底 

ｄ 禁止前から使用している石綿含有部品の交換・廃棄等を行う作業における労

働者の石綿ばく露防止対策の徹底 

(a) 工業製品等における石綿含有製品等の把握 

(b) 石綿含有部品の交換・廃棄等を行う作業における呼吸用保護具等の使用等 

（キ）「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策

に関する事項   

ａ 各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受

動喫煙防止対策の実施 

ｂ 受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施 

ｃ 支援制度（専門家による技術的な相談支援、喫煙室の設置等に係る費用の助成）

の活用 

（ク）「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と

仕事の両立支援対策の推進に関する事項 

ａ 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 

ｂ 研修等による両立支援に関する意識啓発 

ｃ 相談窓口等の明確化 

ｄ 両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備 

ｅ 両立支援コーディネーターの活用 
ｆ 産業保健総合支援センターによる支援の活用 

（ケ）「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の予防対策の推進に関する事項 

ａ リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施 

ｂ 作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育（雇入れ時教育を含む。）



 
 

の実施 

ｃ 介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施 

ｄ 陸上貨物運送事業における自動化や省力化による人力への負担の軽減 

（コ）「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進に関

する事項 

ａ WBGT 値の実測と、測定値に基づく熱中症リスクの評価、作業時間の短縮や、

暑熱順化不足者の把握を含めた作業前ミーティングでの注意喚起など、評価を

踏まえた適切な熱中症予防対策の実施 

ｂ 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取 

ｃ 救急措置の事前の確認と実施 

ｄ 健康診断結果を踏まえた日常の健康管理や健康状態の確認 

（サ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働

者の作業環境、健康確保等の推進に関する事項 

ａ 「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェック

リスト【労働者用】」を活用した作業環境の確保及び改善 

ｂ 「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業

者用】」を活用した労働者の心身の健康確保 

 

イ 労働衛生３管理の推進等 

（ア）労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメン

トシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の活性化に関する事項 

ａ 労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善 

ｂ 総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制

の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化 

ｃ 衛生委員会の開催と必要な事項の調査審議 

ｄ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進 

ｅ 現場管理者の職務権限の確立 

ｆ 労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実 

（イ）作業環境管理の推進に関する事項 

ａ 有害物等を取り扱う事業場における作業環境測定の実施とその結果の周知及

びその結果に基づく作業環境の改善 

ｂ 局所排気装置等の適正な設置、稼働、検査及び点検の実施の徹底 

ｃ 事務所や作業場における清潔保持 

ｄ 換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善 

（ウ）作業管理の推進に関する事項 

ａ 自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進 



 
 

ｂ 作業管理のための各種作業指針の周知徹底 

ｃ 適切､有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底 

（エ）「職場の健康診断実施強化月間」（９月１日～９月 30 日）を契機とした健康管理

の推進に関する事項 

ａ 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報

提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底 

ｂ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健

指導の実施 

ｃ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健

指導との連携 

ｄ 健康保険法に基づく医療保険者が行う保健事業との連携 

ｅ 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 

（オ）労働衛生教育の推進に関する事項 

ａ 雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底 

ｂ 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向

上教育の実施 

（カ）「事業場における労働者の健康保持増進の指針」等に基づく心とからだの健康づ

くりの継続的かつ計画的な実施に関する事項 

（キ）快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進に関する事項 

（ク）「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に基づく副業・兼業を行う労働者の

健康確保対策の推進に関する事項 

（ケ）職場における感染症（新型コロナウイルス感染症、ウイルス性肝炎、HIV、風し

ん等）に関する予防接種への配慮を含めた理解と取組の促進に関する事項 

 

ウ 作業の特性に応じた事項 

（ア）粉じん障害防止対策の徹底に関する事項 

ａ  「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」（９月１日～９月 30 日）を契機とし

た「第９次粉じん障害防止総合対策」に基づく取組の推進 

(a) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外におけ

る鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策 

(b) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 

(c) 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 

(d) じん肺健康診断の着実な実施 

(e) 離職後の健康管理の推進 

ｂ  改正粉じん障害防止規則に基づく取組の推進 

（イ）電離放射線障害防止対策の徹底に関する事項 



 
 

（ウ）「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音障害防止対策の徹底に関す

る事項 

（エ）「振動障害総合対策要綱」に基づく振動障害防止対策の徹底に関する事項 

（オ）「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく情報機器

作業における労働衛生管理対策の推進に関する事項 

（カ）酸素欠乏症等の防止対策の推進に関する事項 

ａ 酸素欠乏危険場所における作業前の酸素及び硫化水素濃度の測定の徹底 

ｂ 換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底 

（キ）建設業、食料品製造業等における一酸化炭素中毒防止のための換気等に関する事

項 

 

エ 東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進 

（ア）東京電力福島第一原子力発電所における作業や除染作業等に従事する労働者の

放射線障害防止対策の徹底に関する事項 

（イ）「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化に

ついて」（平成 24 年８月 10 日付け基発 0810 第１号）に基づく東京電力福島第一

原子力発電所における事故の教訓を踏まえた対応の徹底に関する事項 



会     場 所   在   地

9月8日 （木） 14:00 ～ ふれあいプラザなのはな館 指宿市東方9300-1

9月12日 （月） 13:30 ～ 枕崎市民会館　第１会議室 枕崎市千代田町114

9月15日 （木） 13:30 ～ ふれあいかせだいにしへホール 南さつま市加世田川畑2641-2

9月16日 （金） 14:00 ～ ホテルアクシアくしきの いちき串木野市長崎町101

9月22日 （木） 10:30 ～ 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 鹿児島市城山町7-2

9月22日 （木） 13:30 ～ 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 鹿児島市城山町7-2

9月26日 （月） 10:30 ～ 西之表市民会館 西之表市西之表7612

9月29日 （木） 10:00 ～ 屋久島環境文化村センター 熊毛郡屋久島町宮之浦823-1

9月7日 （水） 13:30 ～ 薩摩川内市国際交流センター 薩摩川内市天辰町2211-1

9月8日 （木） 13:30 ～ 出水市マルマエ音楽ホール 出水市文化町23

9月13日 (火) 14:00 ～ 鹿屋市中央公民館 鹿屋市北田町11103

9月21日 (水) 13:30 ～ 志布志市文化会館 志布志市志布志町志布志2238-1

9月14日 (水) 14:00 ～ 伊佐市文化会館 伊佐市大口鳥巣305

9月15日 (木) 14:00 ～ 姶良市文化会館 加音ホール 姶良市加治木町木田5348-185

9月16日 (金) 14:00 ～ 霧島市隼人農村環境改善センター 霧島市隼人町内山田1-14-10

9月8日 (木) 15:00 ～ 和泊町中央公民館 大島郡和泊町和泊10

9月12日 （月） 13:30 ～ 喜界町中央公民館 大島郡喜界町赤連18-2

9月14日 (水) 10:30 ～ 瀬戸内建設会館 大島郡瀬戸内町古仁屋字松江7-6

9月16日 (金) 13:30 ～ 徳之島建設会館 大島郡徳之島町亀津7460

9月20日 (火) 10:00 ～ 奄美振興会館 奄美市名瀬長浜町517

9月21日 (水) 13:30 ～ 与論町中央公民館 大島郡与論町茶花1015

名
瀬
署
管
内

県内労働基準監督署による労働衛生週間説明会日程表

日     時

鹿
児
島
署
管
内

加
治
木
署
管
内

川
内
署
管
内
鹿
屋
署
管
内
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令和 4 年 8 月 25 日 

  事 業 主 の 皆 様 へ 
 
            鹿児島労働局 
       

職場における熱中症予防対策の徹底について（緊急要請） 
～鹿児島県内において熱中症による死亡労働災害が発生～ 

 
 鹿児島労働局では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」（以下「クー

ルワークキャンペーン」という。）を実施し、熱中症による労働災害防止のため

の取組を推進しているところです。 
 しかしながら、今般、鹿児島県内の工事現場において、作業中に熱中症により

死亡する労働災害が発生しました。 
 また、総務省消防庁によると、今年 6 月に熱中症で緊急搬送された人が全国

で 1 万 5657 人（速報値）に上り、同月の過去最多となったことや、鹿児島県内

において 6 月に熱中症で緊急搬送された人が、同月で過去最多の 240 人（速報

値）となったことなどが発表されたところです。 
 つきましては、事業場の皆様方におかれまして、クールワークキャンペーンに

おいてお願いしている熱中症予防対策を再確認していただくとともに、下記の

事項に重点的に取り組んでいただきますよう要請いたします。 
 
 
【緊急時の対応】 
① 万一熱中症が起こったら、涼しい場所で衣類を緩め、体を冷やして経口

補水液を与えましょう。 
② 応急措置を行うとともに、躊躇せずに救急車を呼び、早めに医療機関で

受診させてください。また、熱中症と思われる労働者を決して一人で放置

しないでください。 
 

【予防のための取組】 
① 作業開始前から終了後まで、定期的に水分と塩分を補給するようにしま 

しょう。 

   通常の水分・電解質補給 ➡ スポーツドリンクなど 

  熱中症の兆候がある時  ➡ 経口補水液など 

② 簡易テントを設置するなど日陰の休憩場所を確保しましょう。 
 
 
 
 
 
 

nishinok
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【資料４】



 
① 鹿児島県内の職場における熱中症による死傷災害の発生状況（速報値） 

※ 鹿児島労働局が把握した、休業４日以上の死傷者数（括弧内は死亡者数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 月～５月 ６月 ７月 ７月末までの累積数 

令和４年 0(0) 4(1) 4(0) 8(1) 

  

令和３年 0(0) 1(0) 5(0) 6(0) 

令和２年 0(0) 1(0) 8(0) 9(0) 

令和元年 1(0) 3(0) 9(0) 13(0) 

平成 30 年 0(0) 0(0) 11(0) 11(0) 
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加治木 6月 14時 建設業 60代

　個人住宅の外構工事において、被災者がコンクリートの打設作業及び
片付け作業に従事していたところ、体調不良を訴えたため休憩していた
が、その後倒れているところを発見されたもの。なお、災害発生時の気温
は30℃を超えていた。

鹿屋 8月 11時 運送業 50代
　派遣先事業場において、被災者が屋外で野菜の洗浄作業に従事し
ていたところ、体調不良により病院に搬送されたが、同日死亡したもの。
なお、災害発生時の気温は29～30℃ほどであった。

署　別 発生月 事業の種類 災害のあらまし年代発生時間

② 令和 4 年に鹿児島県内で発生した職場における熱中症による死亡災害 （8 月 25 日現在） 



 

 

 

 

 

報道関係者  各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島労働局職員の選考採用試験を実施します 

 

鹿児島労働局（局長 中所 照仁）では、労働行政に関する事務等の業務を担当する  

係長相当職員として、当該業務の実施に必要な能力等を有する民間企業等での業務の経験

を有した方を募集しています。 

 

 

【募集の概要】 

職種 国家公務員（中途採用） 

募集人数 ２名 

仕事内容 
鹿児島労働局及び県内の各ハローワークにおける

労働行政に関する事務等 

応募方法 
ハローワークの紹介状、履歴書、職務経歴書及び 

論文の提出が必要です。 

応募締め切り 令和４年９月 30 日（金）17 時必着 

 

詳細な募集要項を、鹿児島労働局ホームページに掲載しております。 

令和４年８月 30 日（火） 

【照会先】 

鹿児島労働局総務部総務課 

課   長  橅木 勝（内線 112） 

総務企画官  高崎雅英（内線 131） 

電   話  099-223-8275 

Press Release 


